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航 空 自 衛 隊 仕 様 書

仕様書の

種  類

内容による分類 装 備 品 等 仕 様 書

性質による分類 個 別 仕 様 書

物品番号 仕 様 書 番 号

品 名

ヌリま

件 名

重油 1種 2号

松基 LPS一 P91001-1

承 認 平成 30年 5月 23日

作 成 平成 30年 5月 23日

改 正
令和  4年 10月 14日

令和  年  月  日

作成部

隊等名
第 4航空団 (補給隊)

1 総則

1.1 適用範囲

本仕様書は、航空自衛隊松島基地において使用する重油 1種 2号について適用する。

1.2 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕

様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)規格

1)DSP K 2210F 重油

2)JIS K 2205 1重 油

3)JIS K 2249 原油及び石油製品一密度試験方法及び密度・質量・容

量換算表

b)法令等

1)工業標準化法 (昭和 24年法律第 185号 )

2)揮発油等の品質の確保等に関する法律 (昭和 51年法律第 88号 )

3)計量法 (平成 4年法律第 51号 )

分類番号 :E-10-124
保存期間 :5年

保存期間満了時期 :2028.3.31

作成年度 :2022年 度

枚  数 :6枚

開示判断 :開示
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件  名 重油 1種 2号

2 製品に関する要求

2.1 規格

調達要領指定書による。

2.2 納入に関する要求

調達要領指定書による。

2.3 品質管理

調達要領指定書による。

3 品質保証

3.1 提出書類

契約相手方は、重油 1種 2号社内試験成績書 (別紙様式)1部を官側に提出するも

のとする。

3.2 受領検査

受領検査官は、「品質及び数量」の受領検査を行い合否の判定をするものとする。

4 その他の指示

4.1 基地内共通事項

a)基 地の立ち入 り

契約相手方は、基地内規則に従い基地に出入門するものとし、かつ、基地立ち入

り場所の制限等については、受領検査官の指示に従 うものとする。

b)基 地内の車両運行

契約相手方は、基地規則に従い基地内車両運行をするものとする。

4.2 その他の指示

a)保証

本件において、故意又は過失により施設等に損害、損傷を与えた場合は、契約相

手方が原状に復するものとする。

b)疑義

契約相手方は、本仕様書に明示されていない事項、不明な事項及び疑義が生じた

場合については、都度、受領検査官等と協議 し、その指示を受けるものとする。
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別紙様式

数量 (検査/契約 )

納入場所

重油 1種 2号社内試験成績書 (基準)

OKL/OKL      i試 験年月 日   〇〇年○○月○○ 日

航空自衛隊松島基地    試験場所    ○○○○○○

試験担当責任者 ○○○○

契約者住所   ○〇〇〇

会社名     ○○○○

代表者名    ○○○○    印

試験項目 規格 社内試験成績 試験方法

灰分質量% 0.05以 下 ○○ JIS K 2272

残留炭素分質量% 4以下 ○ ○ JIS K 2270

引火点 60以上 ○ ○ JIS K 2265

動粘度 (50℃)cst(mm2/s) 20以上 ○○ JIS K 2283

流動点 5以下 (注 ) ○○ JIS K 2269

反応 中性 ○ ○ JIS K 2252

硫黄分質量% 1.0以 下 ○ ○ JIS K 2541

水分容量% 0.3以 下 ○ ○ JIS K 2275

注 :特種、1種及び 2種の寒候用のものの流動点は0℃以下とし、特種及び 1種の暖候用は 10℃以下

とする。

備考 :製造場所 ○○○○

試料採取場所及びタンク番号 ○○○○

密度 (15℃)g/cm3 0000

密度測定年月日 ○○○○

本様式は基準であり、調達要領指定書 2,3bに 示す品質保証が確認できる様式の場合、契約

相手方が示す様式を受領検査官等の了承により提出書類と見なすものとする。



付紙

調達要領指定書

調達要領指定書

調達要求番号

調達要求年月 日 令和 4年 11月   日

作成部隊等名 第 4航空団 (補給隊)

作成年月日 令和 4年 11月   日

品   名 重油 1種 2号

仕様書番号 松基 LPS― P91001-1

指定事項

物品番号 :9140-412-4648-5

品  名 :重油 1種 2号

契約数量 :720,000LI

2.1 規格

DSP K 2210F

2.2 納入に関する要求

a)納入区分

バルク収め

b)納 入要領

1)契約相手方は、消防法に基づ く基準に適合 したタンクロー リー等により納入す

るものとする。

2)納入場所は、官側が指定する場所 (付図第 1、 第 2)と する。

3)契約相手方は、納入 日について官側と協議した後、納入するものとする。分納

の場合も同様とする。

4)分納の場合は、納入数量ごとの納品書で相互確認するものとし、契約数量完納

まで継続するものとする。

2.3 品質管理

a)契約相手方は、DSP K 2210F 5.2に 基づく成績書等により品質管

理するものとする。また、石油製油所が発簡した成績書も同様のものとする。

b)成績書等により品質管理及び品質保証がなされている場合は、その成績書等を提

出書類とするものとする。



役 務 履 行 場 所

レヽ

至矢本駅

/′
´

1

1

履行 場所 そ の 2

1

履行場所その 1

|

ヽ |

IE:F号
1

ヽ

履行場所 その

航空自衛隊松島基地

〓

図
∬

Ｈ



重油タンク納入地区

エプロン地区

道路 地下重油タンク×2基
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1 官側の指定した場所ヘ

本物品を納入するものとする。

（腟
黙
掛
世
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）2 履行場所までの経路は、

官側がエスコー トするもの

とする。

3 納入するタンクは、官側が

指示するものとする。

重油タンク×3基

コンクリー ト舗装部

(ロ ー リー停車場所 )
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